
仙 台 市

・一部制で開催。開場時間を1時間から1時間半に変更
・会場付近の導線敷設を最小限とし、近隣の富沢公園を終日開放
・前後左右を空けた着席の廃止（全席着席）
・チケット制の廃止
・着席後の座席登録による座席位置把握の廃止
・入場時のマスク着用呼びかけ、手指消毒、検温の廃止（手指消毒は希望者への機会の提供に変更）
・来賓規模の拡大（市議会議員、区連合町内会長会正副会長、教育委員、社会教育委員）
・国歌斉唱の再開

白 石 市
・健康調査票の提出の廃止
・保護者などの式典対象者以外の方の入場制限の廃止

角 田 市 ・保護者の入場制限の撤廃

蔵 王 町
・オンラインの廃止（例年申込者がいないため）
・来賓人数削減の撤廃
・家族の来場は４人までに増加

七ヶ宿町 ・来賓規模を従前に戻した。

大河原町
・新型コロナウイルス感染症が５類に移行したため、令和５年に実施した感染症対策は特に行わない。
・オンライン配信は令和６年も実施予定である。

村 田 町 ・来場者人数制限の撤廃

柴 田 町

・式典会場への入場制限を廃止
・健康確認票の提出及び検温を廃止
・来賓規模の拡大
・国歌斉唱の再開

川 崎 町

・国歌斉唱の再開
・式典に参列する主催者の制限解除（６名→１８名）
・式典に参列する来賓者の制限解除（１６名→５９名）
・成人式実行委員会主催の記念パーティー開催
・サーマルカメラによる検温の廃止
・会場内マスク着用の自由化
・健康チェックシートの廃止

丸 森 町
・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から町内で一番大きな丸森中学校体育館を会場としていたが、今回から例年行って
いた丸森まちづくりセンターに会場を戻して実施する。
・また、国家斉唱も再開する。

塩 竈 市

・式典の時間短縮
・２部制の廃止
・来賓規模の拡大
・恩師からのお祝いの言葉の再開

名 取 市 ・変更なし

多賀城市
・一部制に戻る
・来賓規模の拡大
・市民歌・国歌斉唱の再開

岩 沼 市
・来賓規模の拡大
・国歌斉唱の再開

富 谷 市 ・通常（一部制）開催

亘 理 町 ・分散開催（第１部/亘理・荒浜中学校、第２部/吉田・逢隈中学校）
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山 元 町

・オンライン配信の廃止
・来賓規模、町執行部出席の拡大
・アトラクションの時間拡大
・町民憲章朗誦、来賓照会の再開

松 島 町

・来賓人数の規模を拡大
・検温等の廃止
・アトラクションの再開
・国歌斉唱の再開

七ヶ浜町 ・特になし

利 府 町

・開催時間の延長
・来賓規模の拡大
・保護者の人数制限解除
・オープニングコーラスの実施
・国家斉唱の再開
・中学校区ごとの集合写真撮影の実施（前回はスナップ写真）

大 和 町
・来賓規模の拡大
・アトラクションの再開

大 郷 町 ・来賓規模の拡大

大 衡 村
・来賓規模の拡大
・国歌、村民歌斉唱の再開
・アトラクションの再開

大 崎 市
・分散開催（古川地域3部制⇒2部制）
・国歌斉唱及び市民憲章の唱和の再開

色 麻 町
・式典会場及び写真撮影会場をを町民体育館から農村環境改善センターへ変更した。
・Youtube配信の廃止。

加 美 町

・国歌斉唱の再開
・来賓者の拡大
・入場者（ご家族様）制限を解除
・YouTubeは配信中止

涌 谷 町
・来賓規模の拡大
・国歌斉唱の再開
・会場への家族の入場も可能とする

美 里 町 ・受付時間の分散化の廃止

栗
原

栗 原 市 ・特になし

登
米

登 米 市 ・国歌斉唱、市民歌斉唱の再開

石 巻 市

・分散開催としていた石巻地区（１部１３時開式、２部１５時開式）について、１４時開式に一本化
・来賓規模の拡大
・式典におけるアトラクションの再開（石巻地区）
・国歌斉唱の再開
・市民憲章唱和の再開（代表者のみから全員へ）

東松島市 ・変更なし

女 川 町 ・感染対策の緩和

気仙沼市 ・変更なし（マスク・手指消毒は任意）
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